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世界人権宣言は、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」（前
文）を定めたものとして公布されました。国際的に保障されるべき人権の内容を
初めて包括的に示した国際文書、いわば人権のガイドラインとして画期的な意
義を持っています。
宣言は大きく分けて自由権、参政権、社会権の３つの内容からなる、30の条文

で構成されています。最初に第1条と第2条で、人権の基本的原則を掲げたうえで
「人権cafévol.1」(Q1参照)、第3〜20条で自由権（生命、身体の安全、財産権、表現
の自由など）、第21条で参政権、第22～27条で社会権（社会保障、労働、教育の権利
など）を定めています。
この宣言には法的拘束力はありませんが、

国連憲章の具体化として国連総会で採択され
たものである以上、すべての国連加盟国が守
るべき基本的な人権基準になっています。
その後、宣言に掲げられた人権を各国が法

的義務を負う形にするため、条約をつくる作
業が続けられました。＜つづく＞

第2次世界大戦後、人権は国内問題から国際問題に発展します。
　ファシズムや軍国主義が人々の人権をじゅうりんし、平和を破壊し、世界大戦
に結びついたことから、「人権がなければ平和もない」という歴史の教訓を経て、
「国際的な人権保障」という考え方が初めて登場することになりました。
　国連憲章（1945年）では国連の目的として、国際平和の維持とともに、「人種、
性、言語または宗教による差別なく、すべての者のために人権および基本的自由
を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること」が明記
されています。つまり、国際的な人権保障の出発点が国連憲章です。
そしてこの憲章の精神を具体化

し、人間として一人の例外もな
く、どこにいても、誰にでも、いつ
でも尊ばれ、守られるべき権利に
ついて具体的にリストアップす
る作業が行われました。その結果
1948年の国連総会で採択された
のが、世界人権宣言です。
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Q.6 国際人権法の先がけは「世界人権宣言」と
言われますが、どんな内容ですか？
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ニ
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追
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あ
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く
れ
ま
し

た
。自
分
の
人
生
を
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
は
、わ
が
ま
ま
で
は
な
く

当
然
の
願
い
で
す
。

生
き
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、A
さ
ん
ら
し

さ
を
受
け
止
め
、支
援
し
た
ヘ
ル
パ
ー
が
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
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。
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〜﹁
高
齢
者
の
人
権
﹂と
向
き
合
う
現
場
か
ら

は人々の願いです。その実現は本来喜ばしいことなのに、高齢者が生きることに希望を持
てないような現実があまりにも多すぎます。貧困の拡大はもちろん、「孤独死」「孤立死」「介護心中」……。
そうした人々の不安の原因は多分に、高齢者の人権を軽視し侵害するような社会保障削減の政治にあります。
福祉が後退するたびに、「長生きは悪なのか」「年寄りは早く死ねということか」などの怒りの声が広がります。
新型コロナウィルスの感染拡大と医療崩壊のなかで、「いのちの選別」が現実化しています。年齢に関わりなく、
犠牲にしていい命などありません。「いのちの平等」の意味を深めながら、高齢者の人権について考えましょう。 全日本民医連HPに

関連情報を掲載
全日本民医連HPに
関連情報を掲載

「健康で長生き」「健康で長生き」「健康で長生き」

国連憲章 世界人権宣言 「民医連医療７月号」（人権特集）もご活用ください。

監修/明日の自由を守る若手弁護士の会監修/明日の自由を守る若手弁護士の会民医連新聞発行所 全日本民主医療機関連合会 発行人 岸本 啓介 TEL 03-5842-6451 FAX 03-5842-6460 URL https://www.min-iren.gr.jp/https://www.min-iren.gr.jp/〒113-8465 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター7F
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